
 

 

 

猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例（案）に対する 

パブリックコメント及び町の考え方 

 

 

意見募集期間：令和５年９月２８日～令和５年１０月２７日 

意見提出者数：１人 

提出意見数：５件 

 

 



■猪名川町部落差別の解消の推進に関する条例（案）について提出された意見の概要と町の考え方 
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 本条例案の法的根拠と思われる「部落差別

の解消の推進に関する法律（平成２８年法律

第１０９号）を明記してはどうか。 

 

 

「猪名川町に関わる者」はどのような範囲

か。 

 

 

 

 

「必要に応じて」は必要か。 

 

 

 

本文中に「氏名等」の表現があるので、見

出しも「氏名等」としてはどうか。 

 

 

 部落差別の解消の推進に関する法律と同時

期に障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律が施行されているので、具体的な取

り組みをお願いしたい。 

 

 明記いたします。 

 

 

 

 猪名川町を観光などで訪れる者やインター

ネット、SNSを通じて猪名川町における情報

を配信する者を含みます。逐条解説で範囲を

周知します。 

 

  

行政が強制するのではなく、町民自ら判断

し、情報提供いただくことを目指しています

ので、「必要に応じて」としております。 

 

 「氏名等」といたします。 

 

 

 

町障がい者（児）福祉計画に基づき、取り

組みを進めます。 

 

 


